
G0100従業員が入社するとき

採用の報告を
受ける

内定の決定を知らせて承諾を得る

採用が決まった応募者に内定通知書を送
付し承諾を得ましょう。内定は口頭での
通知もできますが、誤解や齟齬が生じる
ことを防ぐために書面（メール・郵送
等）にて内定を通知することをおすすめ
します。また、入社の意思確認として内
定者に内定承諾書を提出してもらうこと
も重要です。

雇用契約を締結する

雇用契約書に関しては法的な決まりは
ありませんが、内定承諾後や入社日に
交わすことが一般的です。内定を承諾
したものの、雇用条件が明確でないこ
とは内定者の不安にも繋がりますので
早めの対応をおすすめします。

雇入れ時健康診断を案内する

雇入れ時健康診断は法令等で義
務付けられている健康診断の一
つです。新入社員の健康状態の
把握と適切な労働環境の提供を
目的としているため、入社前ま
たは入社直後に受診するように
案内しましょう。

システムの設定や名簿等の作成を行う

入社する従業員の情報を人事システムや勤
怠管理システムに登録しましょう。また、
労働者名簿や出勤簿など保存が義務付けら
れている書類の作成が必要です。記載する
事項や保存期間にも注意するようにしま
しょう。

貸与備品を準備する

入社する従業員に貸与する備品
を準備します。貸与備品に漏れ
がないように準備を進めましょ
う。また、貸与チェックリスト
を作成し、いつ誰に何を貸与し
たか明確にしておくことをおす
すめします。

入社日当日の対応を行う

いよいよ入社日当日です。まずは、玄関や受付で
新入社員を迎え、歓迎の言葉をかけましょう。そ
の後、配属先や上司への紹介、事前に案内をして
いた書類の回収を進めましょう。その他にも入社
オリエンテーションの実施や備品の貸与など、対
応すべき事項がたくさんあるため、事前にしっか
りと準備をしておきましょう。

全社に入社を通知する

次ページ
につづく

入社の社内への通知タイミング
については、企業の体制や文化
を考慮して慣行に従ってご対応
ください。新入社員の入社通知
は、関連部署や同僚が新人の存
在を知り、サポートやコミュニ
ケーションをスムーズに進める
ためにも重要です。



G0100従業員が入社するとき

社会保険の加入手続きをする

社会保険の資格取得手続きは入社日
から5日以内です。手続きが遅れると
医療機関の受診にも影響がでるため、
速やかに手続を進めましょう。

雇用保険の加入手続きをする

被扶養者（異動）届を提出する

社会保険の扶養異動手続は、事実発
生から5日以内です。手続が遅れる
と医療機関の受診にも影響がでるた
め、速やかに手続を進めましょう。

住民税の徴収方法を確認する

入社した従業員が中途入社の場合は、住民
税の徴収方法を確認する必要があります。
以前の会社で一括徴収している場合や普通
徴収に切り替えている場合など、複数の
ケースが考えられるため、従業員に確認を
行いましょう。

以上で入社に関する業務
が完了となります。

人事・給与情報や家族手当を設定する

扶養家族について、人事・給与計算システ
ムなどの内容を更新しましょう。また、扶
養家族の有無に応じて家族手当を支給して
いる企業もあるため、就業規則に従って家
族手当の設定を行いましょう。

入社月の給与計算をする

雇用保険の届出期日は入社日の翌月
10日までですが、忘れないように社
会保険と合わせて手続きを進めま
しょう。

扶養家族の有無を確認する

入社した従業員に扶養家族がいる場
合で社会保険の扶養要件を満たして
いれば、扶養追加の手続きを行いま
す。

分 岐新入社員にとって初めての給与になりま
す。誤りがないように給与計算を進めま
しょう。また、賃金台帳は5年間の保存が
義務付けられており、給与計算システム
を導入していない場合は、別途賃金台帳
を作成する必要があります。
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